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社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
導
入

に
伴
い
、
平
成
27
年
10
月
に
市
民

一
人
一
人
に
12
桁
の
個
人
番
号
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
）
が
通
知
さ
れ
ま
す
。

住
基
カ
ー
ド
の
発
行
は
平
成
27

年
12
月
末
で
終
了
と
な
り
、
平
成

28
年
１
月
か
ら
は
希
望
者
に
個
人

番
号
カ
ー
ド
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
）
を
交
付
す
る
予
定
で
す
。
既

に
住
基
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
が

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
す
る
際

に
は
、
住
基
カ
ー
ド
を
返
納
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
住
基
カ
ー
ド
は
有
効
期

限
ま
で
ご
利
用
で
き
ま
す
が
、
で

き
る
だ
け
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

さ
ん
バ
ス
や
あ
い
の
り
く
ん
の

車
内
に
掲
示
す
る
有
料
広
告
を
募

集
し
ま
す
。

会
社
の
Ｐ
Ｒ
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど

の
宣
伝
と
し
て
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
。

掲
載
枠

　
さ
ん
バ
ス　
10
枠
（
B
３
サ
イ
ズ
横
）

　
　
（
１
台
５
枠
×
２
台
）

社
会
保
障・税
番
号
制
度（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）

ド
へ
の
移
行
を
お
願
い
し
ま
す
。 

問　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

 

☎
０
５
７
０（
２
０
）０
１
７
８

開
設
時
間　
土
日
祝
日
、
年
末
年

始
を
除
く
午
前
９
時
半
～
午
後

５
時
半

◆
住
基
カ
ー
ド
交
付
手
数
料

�

無
料
期
間
３
月
で
終
了

平
成
25
年
１
月
か
ら
住
基
カ
ー

ド
の
交
付
手
数
料
を
無
料
と
し
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
27
年
４
月
１

日
以
降
に
交
付
申
請
が
あ
っ
た
も

の
は
５
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

問　
市
民
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
４
１

　
あ
い
の
り
く
ん　
18
枠
（
A
４
サ
イ
ズ
縦
）

　
　
（
１
台
２
枠
×
９
台
）

　
　
　
　
蓮
沼
・
松
尾
地
区  

２
台

　
　
　
　
成
東
地
区　
　

  

３
台

　
　
　
　
山
武
地
区　
　

  

４
台

掲
載
料 

１
枠
あ
た
り
月
額
１
０
０
０
円

問　
企
画
政
策
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
３
１

有
料
広
告
を
掲
載
し
ま
せ
ん
か

国民健康保険の高額療養費制度が一部変わります
高額療養費制度とは、同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超え

た場合に、その超えた金額を支給する制度です。自己負担限度額は、加入者が70歳未満の方か70
歳以上75歳未満の方かどうかや、加入者の所得の水準によって分けられています。

この自己負担限度額が、70歳未満の方のみ平成27年１月から下表のとおり変わります。

※表中の「所得」とは、基礎控除後の「総所得金額等」になります。

【国民健康保険に加入している方へ】
医療費が高額になったときに医療機関の窓口での支払いを限度額までにするには、「限度額

適用認定証」の提示が必要です。入院や高額な外来診療を受けるときは、国保年金課窓口で「限
度額適用認定証」の交付申請をしてください。

※表中の「多数回該当」とは、過去12カ月の間に、同一世帯で４回以上該当したときの４回目以
降の限度額になります。

問　国保年金課　☎0475(80)1143

➡
区分 所得要件 自�己�負�担�限�度�額

Ａ 所得
600万円超

150,000円＋
(総医療費-500,000円)×１％
【多数回該当：83,400円】

Ｂ
所得

600万円以
下

80,100円＋
(総医療費-267,000円)×１％
【多数回該当：44,400円】

Ｃ 住民税
非課税世帯

35,400円
【多数回該当：24,600円】

区分 所得要件 自�己�負�担�限�度�額

ア 所得
901万円超

252,600円＋
(総医療費-842,000円)×１％
【多数回該当：140,100円】

イ
所得

600万円～
901万円以下

167,400円＋
(総医療費-558,000円)×１％
【多数回該当：93,000円】

ウ
所得

210万円～
600万円以下

80,100円＋
(総医療費-267,000円)×１％
【多数回該当：44,400円】

エ 所得
210万円以下

57,600円
【多数回該当：44,400円】

オ 住民税
非課税世帯

35,400円
【多数回該当：24,600円】
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農
家
の
跡
取
り
娘
さ
ん
、
婚
活

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

山
武
市
農
業
共
同
参
画
推
進
会

が
、
農
家
の
跡
取
り
娘
さ
ん
と
農

業
に
興
味
の
あ
る
男
性
を
対
象
に

婚
活
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
ま
す
。

婚
活
に
興
味
の
あ
る
農
家
の
女

性
の
方
、
ぜ
ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

日　
時　
２
月
21
日
㈯

午
前
10
時
20
分
～
午
後
８
時
半
頃

集
合
場
所　
山
武
市
役
所

募
集
対
象　
山
武
郡
市
内
在
住
で
、

（
仮
称
）
松
尾
交
流
館
整
備
工
事

に
伴
い
、「
松
尾
ふ
れ
あ
い
館
」
停

留
所
を
、
下
図
の
と
お
り
敷
地
内

か
ら
前
面
道
路
に
移
動

し
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

期　
日　
１
月
15
日
㈭
か
ら

問　
企
画
政
策
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
１
３
１

逆
農
婚　
農
家
の
女
性
大
募
集
!!

　
　
　
　
～
恋
の
収
穫
祭
in
山
武
市
P
a
r
t.

4
～

　

ご
自
身
、
ま
た
は
実
家
が
農
業

　
を
営
む
女
性
の
方

募
集
人
数　
６
人
（
先
着
順
）

参
加
費　
８
０
０
０
円

イ
ベ
ン
ト
内
容　
い
ち
ご
狩
り
、
農

　
作
業
体
験
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
な
ど

申
・
問　
わ
が
ま
ち
活
性
課

 

☎
０
４
７
５（
８
０
）１
２
１
４

さ
ん
バ
ス
停
留
所
の
移
動

平成27年度から軽自動車などの税率が変わります
・軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者（名義人）に課税されます。
・使用していない車両をお持ちの方は、廃車の手続きをお願いします。 問　課税課　☎0475(80)1281
●原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車
　平成27年度課税（平成27年4月1日現在で登録のある車体）から適用されます。

●三輪・四輪以上の軽自動車

Ａ：平成27年4月1日以後に新規取得される新車から適用されます。
（例）平成27年4月1日に新規登録した場合は、平成27年度課税分から、平成27年4月2日以後に新規登録した
場合は、平成28年課税分から適用されます。
Ｂ：平成28年4月1日以後の賦課期日（毎年4月1日）現在に、新車新規登録から13年を超える車両に適用されます。
注記：Ａ・Ｂ以外の平成27年3月31日以前に取得されている車両および新車登録済みの車両は変更ありません。

種　　　　　　　別 現行の税率（年額） 改正後の税率（年額）

原 動 機 付 自 転 車

総排気量が50cc以下のもの（ミニカーは除く） 1,000円 2,000円
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円 2,000円
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

二 輪 の 軽 自 動 車 二輪で、総排気量125ccを超え250cc以下のも
の（バイク・トレーラーなど） 2,400円 3,600円

二輪の小型自動車 二輪で、総排気量250ccを超えるもの 4,000円 6,000円

小 型 特 殊 自 動 車 農耕作業用(コンバイン・トラクターなど) 1,600円 2,400円
特殊作業用(フォークリフトなど) 4,700円 5,900円

種　　　別 現行の税率（年額）
平成27年3月31日以前

Ａ　改正後の税率（年額）
平成27年4月1日以後

Ｂ　重課後の税率（年額）
13年超

三　　　輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪（乗用) 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

四輪（貨物用) 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

[問い合わせ]
　駅前広場：都市整備課　  ☎0475(80)1192
　市道和田東町線：土木課  ☎0475(80)1182
　自転車駐車場：市民課　  ☎0475(80)1271

松尾ふれあい館

施
工
業
者

現
場
事
務
所

ATM

工事エリア

現バス停

新バス停

※工事期間中
　 一般車両進入口

仮囲い

バ
ス
停
移
動

国道126号線



7 広報さんむ
2015.1月

平成27年度より成東駅南口駅前広場の整備が始まります
市では、成東駅南口駅前広場の整備を平成24年度よりすすめており、平成27年度から本

体工事の着手を計画しています。
また、駅前広場の整備とあわせて接続する市道和田東町線と自転車等駐車場を整備します。
駅周辺利用者の利便性向上と、訪れる人がゆとりと優しさを感じられる駅前空間の整備を

めざします。

●完成イメージ
　（南東の上空から見た図）

※細部については、植栽を含
め変更となる場合がありま
す。

●駅周辺の変更点・特徴
　●駅前広場
　　・現在の駅前広場の約２倍に広がり、歩行者と車両の動線を明確に分け交通の安全を確保します。
　　・高齢の方・お身体の不自由な方の通行に配慮したバリアフリー化に取り組みます。
　　・市の玄関口として山武市らしい落ち着きのある駅前広場とします。
　●駅前広場と接続する市道和田東町線
　　・道路幅員を拡幅することにより、一部一方通行区間を交互交通に整備します。
　　・片側に歩道、両側に自転車通行帯を設けることにより、歩行者と自転車利用者の接触回避を図ります。
　●自転車等駐車場
　　・駐車台数を今までよりも増設し、利用者の利便性の向上を図ります。

●駅周辺整備概要図　　　　　　　　　　　　　　　　●計画概要
●駅前広場
　　・事業面積　約3600㎡
　　・主要用途　車道、歩道、障害者乗降所、バス・
　　　タクシー乗降所、一般車両乗降所、植栽部等
●市道和田東町線
　　・延長　425m　・幅員　10m
　　・主要用途　車道、歩道、自転車通行帯
●自転車等駐車場
　　・事業面積　約1300㎡
　　・主要用途　自転車500台、原付自転車60台
　　　その他無料駐車場（自転車、原付）

[問い合わせ]
　駅前広場：都市整備課　  ☎0475(80)1192
　市道和田東町線：土木課  ☎0475(80)1182
　自転車駐車場：市民課　  ☎0475(80)1271※工事スケジュールなどについては、今後も「広報さんむ」など

でお知らせしていきます。
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ちばフラワーバス株式会社との
災害時応援協定を締結

　11月13日、地震や台風などの大規模災害に備え、
ちばフラワーバス株式会社と災害時におけるバスに
よる緊急輸送に関する協定の締結を行いました。
　災害時に、多くの被災者等を輸送する場合や帰宅
困難者が発生して輸送手段が必要になった場合に、
ちばフラワーバスの保有する車両を用いて、必要な
業務を行っていただくものです。ちばフラワーバスは、
市の基幹バスである「さんバス」の運行にも協力いた
だいており、更に地域への貢献をしていただけること
になりました。

　

　

法
務
大
臣
表
彰

　
濱
村
氏
は
、
長
き
に
わ
た
り
、

保
護
司
と
し
て
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

　
社
会
奉
仕
の
精
神
に
徹
し
、
犯

罪
を
お
か
し
た
者
や
非
行
に
陥
っ

た
少
年
の
更
生
を
支
援
し
、
地
域

社
会
の
環
境
浄
化
に
尽
力
さ
れ
ま

し
た
。

濱
村
　仁
雄 

氏
（
松
ヶ
谷
）

は
ま
む
ら
　 じ
ん
ゆ
う

　
こ
の
作
文
は
、
将
来
を
担
う
中
学
生

が
税
に
関
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
作
文

を
書
く
こ
と
を
通
じ
て
、
税
に
つ
い
て

関
心
を
持
ち
、
税
の
正
し
い
理
解
を

深
め
る
こ
と
を
目
的
に
毎
年
募
集
さ

れ
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
応
募
総
数

１
０
９
９
点
の
中
か
ら
松
尾
中
学
校
の

石
橋
さ
ん
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

山
武
郡
市
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会　
最
優
秀
賞

『
税
金
と
暮
ら
し
』

　
松
尾
中
学
校
２
年　
石
橋
汐
莉
さ
ん

食
品
衛
生
指
導
員
全
国
大
会

　
食
品
衛
生
指
導
員
理
事
長
表
彰

鈴
木　
義
巳
さ
ん
（
木
戸
）

千
葉
県
食
品
衛
生
大
会

　
千
葉
県
食
品
衛
生
協
会
長
表
彰
・

　
食
品
衛
生
優
良
施
設ジロ

イ
ム
（
小
松
）

　

山
武
市
農
業
共
同
参
画
推
進
会
は
、

山
武
市
産
業
ま
つ
り
で
、
農
業
を
営
み

な
が
ら
地
域
活
動
に
イ
キ
イ
キ
と
共
に

取
り
組
む
ご
夫
妻
に
ベ
ス
ト
パ
ー
ト

ナ
ー
賞
の
表
彰
を
行
い
ま
し
た
。

　

第
２
回
目
と
な
る
今
回
は
、
石
井

清
一
さ
ん
・
松
子
さ
ん
ご
夫
妻
と
、

藤
井
高
徳
さ
ん
・
ま
ゆ
み
さ
ん
ご
夫

妻
を
表
彰
。
両
ご
夫
妻
と
も
お
互
い

を
尊
重
し
つ
つ
農
業
経
営
に
取
り
組

む
だ
け
で
な
く
、
妻
が
地
域
活
動
に

積
極
的
に
参
画
し
、
そ
れ
を
常
に
夫

が
応
援
、
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る
こ
と

が
今
回
の
ベ
ス
ト
パ
ー
ト
ナ
ー
の
受

賞
と
な
り
ま
し
た
。

　
推
進
会
で
は
、
素
敵
な
ご
夫
妻
が
増

え
る
よ

う
こ
れ

か
ら
も

営
農
者

の
男
女

共
同
参

画
を
推

進
し
て

い
き
ま

す
。

食
品
衛
生
普
及
向
上
に
貢
献

中
学
生
の「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」

素
敵
な
ご
夫
妻
に
『
ベ
ス
ト

パ
ー
ト
ナ
ー
賞
』
を
授
与

前列：藤井さんご夫婦、後列：石井さんご夫婦




